
計画行政 45(4), 2022 熟議と抽選の関係を再考する　27

は じ め に

　熟議民主主義を制度化したものとして、ミニ・パ
ブリックスがある。ミニ・パブリックスと総称され
るものの中には、様々なものが含まれる（Curato et 

al. 2021）。しかし、多くの場合、そのメンバー（の
一定数）は、抽選（無作為抽出）によって選出され
ることになっている。このことから、熟議と抽選に
は密接な関係があると見なされてきた。もっと言え
ば、後で述べるように、抽選は熟議のための重要な
手続きの一つと見なされてきた。
　しかし、熟議と抽選のこのような結びつきは必然
だろうか。本稿は、両者の結びつきが必ずしも必然
ではないことを確認した上で、熟議民主主義から見
た場合の両者の関係をあらためて考察する。

1．熟議のための抽選

　「抽選による熟議の促進」という考え方は、熟議
民主主義論において広く共有されてきた。「討論型
世論調査」の提唱者であるフィシュキンは、次のよ
うに論じている。政治参加を増大させるための、住
民投票、予備選挙の拡大、タウンミーティングなど
の様々な試みは、「参加のゆがみ」を拡張する可能
性がある。なぜなら、参加の機会は増えても、多く

の人々は「それでは参加しようか」と思うほど政治
に関心を持っていないからである。そのため、「政
治参加の平等はしばしば不完全に達成され、熟議
がさらに損なわれる結果となる」（Fishkin 2009: 51 

= 2011: 85）。すなわち、「政治をより多くの参加に
開くプロセスそのものが、他の声が沈黙している間
に、強い意見を考慮に入れることをより容易にして
きたのである」（Fishkin 2009: 51 = 2011: 85. 訳は一
部修正）。また、熟議のためのフォーラムであって
も、自主的な参加（self-selection）に委ねられてい
るものにも、同じような問題がある。熟議フォーラ
ムへの参加が自主的である場合、「参加者の多様性
が限定されるであろうし、当該フォーラムの話題に
ついて関心を寄せる何か特別な理由がある人々を呼
び寄せることにもなるだろう」からである（Fishkin 

2009: 54 = 2011: 90. 訳は一部修正）。抽選は、この
ような問題を解決する。すなわち、抽選によって、
ある問題について強い関心や意見を持っていない
人々、あるいはそもそも政治に関心を持っていない
人々でさえも、熟議のフォーラムに参加する可能性
が開かれる。そのことによって、「参加のゆがみ」
が是正され、人々のあいだの様々な声が等しく尊重
される政治的平等が実現されるのである。
　抽選論者の側でも、しばしば熟議と抽選が結び
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付けられている。例えば、ヴァン・レイブルック
は、選挙と民主主義との結びつきに疑問を呈する。
「我々は民主主義を代議制民主主義に還元し、代議
制民主主義を選挙制に還元してきた」。むしろ、抽
選こそが「あらゆる政治的道具のなかで最も民主主
義的」なのである（ヴァン・レイブルック 2019：
58, 110）。こうして彼は、抽選の積極的導入によっ
て、今日の「民主主義疲れ症候群」を「治療」すべ
きことを主張する。その際に彼が注目するのが、熟
議民主主義である。つまり、ヴァン・レイブルック
は、先のフィシュキンの討論型世論調査をはじめと
する、抽選によって参加者を選出する様々な熟議の
制度を、「偶然型代議制民主主義」（ヴァン・レイブ
ルック 2019：122）として擁護するのである。この
ように、抽選を擁護するヴァン・レイブルックにお
いても、抽選と熟議とは、あたかも当然のように結
びついている。
　以上のように、抽選への関心の復興が見られる近
年の民主主義論において、抽選と熟議の結びつきと
いう理解は、それなりに共有されていると思われ
る。実際、討論型世論調査を含むミニ・パブリック
スと呼ばれる熟議の制度は、一般的には人口の統計
的代表性を確保するために、抽選の仕組みを備えて
いる（Curato et al. 2021: 4）。ヴァン・レイブルッ
クが今日における抽選の復活をミニ・パブリックス
に見出したことも道理である。

2．「熟議のための抽選」は必然か？

　しかし、近年の抽選に関する議論を見てみると、
抽選を熟議と結びつけない議論も見られる。とりわ
け、抽選の制度として、提言などの役割にとどまる
ミニ・パブリックスではなく、議会を含む意思決定
により直接に関わる制度を想定する場合に、この議
論が見られる注 1）。
　例えば、岡﨑（2019）は、日本の議会を選挙制
議院としての衆議院と、参議院に代わる抽選制議院
（抽選制市民院）とによる二院制に再編することを
提案しているが、そこでの抽選制市民院の「主たる
権限」は、「衆議院で法案等の審議が尽くされたか
どうか、またその決定が市民感覚に著しく反してい
ないかどうかを判断し、拒否権を行使することに限
定する」としている（岡﨑 2019: 93）。この拒否権
行使の判断は、市民院の議員各自によって行われ、
議員間での熟議を必ずしも伴うものではないとされ
る注 2）。
　また、山口（2022）も、抽選制の議会において、

熟議は必ずしも必須ではないと論じる。いくつかの
実証的な研究の知見から、熟議の効果として期待さ
れていることは、人々のあいだでの「熟議」がなく
ても、十分な時間と環境があれば、各個人による
「熟慮」によって達成できることがわかるとされる
（山口 2022：32）注 3）。
　岡﨑と山口の議論は、熟議民主主義論の期待とは
異なり、抽選の採用が熟議と結びつくとは限らない
ことを示唆している。とりわけ両者の議論は、程度
の差こそあれ、抽選によって選ばれた人々が、「熟
議」ではなく「熟慮」できるならば、すなわち、話
し合いを経なくとも一人一人が個人としてしっかり
と考え判断することができるならば、それで構わな
いのではないか、という問題提起となっている。
　「各自の熟慮で構わないのではないか？」という
問題には、次節で立ち返ることにする。ここでは、
抽選と熟議の結びつきが必然ではないことは、ある
意味では熟議民主主義論の中でも意識されてきたこ
とでもある、ということを指摘しておきたい。熟議
民主主議論では、抽選によるミニ・パブリックスが、
広く社会における民衆の意見形成から切り離され、
「抜け道」となる可能性が指摘されてきた（Lafont 

2020）。それは、ミニ・パブリックスがあらかじめ
決定された政策の事後的な正統化のために用いられ
る可能性、ということでもある（Curato et al. 2021: 

15）。関連して、政府や行政機関が、「とりあえず
人々の声を聞いた」ことにするためにミニ・パブリッ
クスを実施する可能性も、ないとは言えない注 4）。
　厄介なことは、このような「抜け道」としてのミ
ニ・パブリックスの利用が、元々のミニ・パブリッ
クスの目的と重なる部分もあるということである。
フィシュキンが述べていたように、抽選によるミ
ニ・パブリックスの設計は、一部の（と目される）
熱心な「強い」意見を持った人々の参加を回避し、
「普通の人びと」の参加と熟議を可能にするための
ものであった。しかし、政治エリート／政策決定者
から見れば、「強い」意見を持った人々を回避でき
るミニ・パブリックスは、自分たちへの強力な異論
を回避しつつ、人々の声を一定程度聞いたことにす
るために都合のよい仕組みと映るかもしれない。

3．どのように再考するのか？

　熟議と抽選の結びつきは必然ではないことを踏ま
えて、あらためて「熟議と抽選」の関係について、
どのように考えることができるだろうか。以下で
は、熟議民主主義論の立場から、この問題について
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考えてみたい。

3.1　ミニ・パブリックスのモニタリング
　まず指摘すべきことは、ミニ・パブリックスは、
抽選のみによって「熟議の場」になるわけではない、
ということである。ミニ・パブリックスが「熟議の
場」であるためには、その「熟議性」についてのモ
ニタリングが必要なのである。ここでの「モニタリ
ング」には、次の二点が含まれる。
　第一に、当該のミニ・パブリックス自体が適切に
「熟議の場」になっているかどうかのモニタリング
である。もちろん、多くのミニ・パブリックスは、
それが「熟議の場」になるように設計されている。
しかし、例えば抽選だけでは参加者の社会的属性の
偏りを改善できない場合もあり得る。抽選も代表制
の一種である以上（Landemore 2020）、それが期待
されているような「社会の縮図」ではなく、「社会
の一部」となる可能性は常に存在する。ミニ・パブ
リックスの参加者を当該社会の「人民」そのものと
見なすことには慎重でなければならないのである
（Lafont 2020: 139）。また、実際の熟議の場におい
て発言が一部の人に偏ったり、「言いたいこと」が
言えなかったりといった問題、あるいは、関連して
モデレーター／ファシリテーターの望ましいあり方
とはどのようなものかといった問題には、確実な
「答え」があるわけではない。そうだとすれば、ミ
ニ・パブリックスの設計にあたっては、過去の事例
から「学習」するとともに、その実施の結果につ
いてのモニタリングが必要だということになるだ
ろ う。
　第二に、ミニ・パブリックスの外部への熟議的効
果の波及の程度についてのモニタリングである。い
くらミニ・パブリックスにおいて「よい熟議」がで
きたとしても、その外部に対してその効果が波及し
なければ、名目的なものにとどまる。クラートと
ベーカーは、個々のミニ・パブリックスが熟議的で
ある程度のことを「内部的クオリティ」と呼び、ミ
ニ・パブリックスが政治体制レベルでの熟議的性質
の向上に貢献する程度のことを「外部的クオリティ」
と呼んでいる（Curato and Böker 2016）。ここで言
う外部への波及効果とは、クラートたちの言う外部
的クオリティに相当する。
　重要なことは、ここで言う波及効果ないし外部的
クオリティは、必ずしも国家・政府における意思決
定への影響だけを指すわけではない、ということで
ある。クラート／ベーカーが挙げる、外部クオリ

ティを満たすための三つの「機能要件」を参照して
みよう（Curato and Böker 2016: 177–178）。一つ目
の「熟議形成」は、ミニ・パブリックスがその外部
の公衆に伝導されるべき適切な言説を生成できるこ
とである。二つ目の「正統性の追求」は、ミニ・パ
ブリックスでの熟議の結果が、その外部の公衆に納
得して受け入れられることである。三つ目の「（熟
議）能力の形成」は、政治体制が包括的で信頼に足
る熟議を提供する能力を指す。より具体的には、ミ
ニ・パブリックスが熟議の「お手本」となって、そ
こへの非参加者たちの熟議能力の促進に役立つこと
が挙げられる。これらはいずれも、ミニ・パブリッ
クスでの熟議の、国家・政府への影響力に関するも
のではない。そうではなく、ミニ・パブリックスが
その外部の市民社会ないし公共圏に及ぼす影響が、
外部クオリティとして語られているのである。
　ミニ・パブリックスがその「熟議性」を維持する
ためには、このような意味での外部クオリティのモ
ニタリングも重要であると思われる。

3.2　熟議システム的な視座の重要性
　先の議論は、熟議を抽選によるフォーラムとして
のみ考えるのではない視座の重要性を導く。そもそ
も熟議民主主義研究には、熟議民主主義をミニ・
パブリックスに限定して理解することを批判する
潮流がある。それが熟議システム論である（Elstub 

et al. 2018; 田村 2017）。熟議システム論にはいく
つかの考え方があるが、共通しているのは、個別
の制度や実践に熟議を見出すのではなく、それら
の連関・接続に熟議を見出そうとする視点である。
そのことによって、「大きな規模」（Parkinson and 

Mansbridge 2012）での熟議を考えようとするので
ある。
　熟議システム論を踏まえるならば、熟議と抽選の
関係は相対化される。確かに、抽選はミニ・パブ
リックスにとって重要な手続きの一つである。しか
し、ミニ・パブリックスは、総体としての「熟議シ
ステム」の一つの要素に過ぎない。熟議システム論
にとって重要なのは、抽選によるフォーラムにおけ
る熟議の成否ではなく、それをも含む一つの「シス
テム」が熟議的である程度なのである。
　そのために熟議システム論は、ミニ・パブリック
ス以外の場、とりわけ市民社会や公共圏における熟
議的な実践にも目を向ける。さらに、先に言及した
クラート／ベーカーが示唆するように、ミニ・パブ
リックスと市民社会・公共圏との連関・接続がどう
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なっているかに関心を寄せる。この連関・接続が不
十分な場合、ミニ・パブリックスにおける「熟議」は、
「民主主義の抜け道」となりかねない。
　ラフォントの議論は、この点を強調するものであ
る（Lafont 2020）注 5）。彼女は、ミニ・パブリック
スを議会による意思決定の「代用品」として用いる
ことは、民主主義の「抜け道」だとする。そうでは
なく、ミニ・パブリックスの目的は、そこで形成さ
れた「よく考えられた意見」と、社会における人々
の意見との「ずれ」を前提としつつ、社会レベルで
の「よく考えられた意見」の形成に寄与し、その「よ
く考えられた意見」に対して政治システムが適切に
応答するようになるように人々をエンパワーメント
することでなければならない（Lafont 2020: 138）。
　市民のエンパワーメントのためのミニ・パブリッ
クスについて、ラフォントは三つの利用法を挙げて
いる。第一は、異議申し立てのための利用である。
これは、社会におけるマイノリティが、自らの立場
の正当性を主張するために、ミニ・パブリックスの
（社会のマジョリティの立場とは異なる）結論・提
言を利用する場合である。第二は、用心深くあるた
めの利用である。これには例えば、ミニ・パブリッ
クスの結論・提言が社会における世論の多数派の意
見と異なっている場合、人々が前者の結論・提言を、
自分たちが利用できる情報の内容にどこか問題があ
るのではないかと用心するために利用することが当
てはまる。また、ミニ・パブリックスの結論・提
言と社会における人々の意見とが一致しているが、
政府による政策形成がそれとは異なっている際に、
人々がミニ・パブリックスの結論を、政府の政策を
精査するための手がかりとして利用することも、こ
れに当てはまる。最後に、先取り的（anticipatory）
な利用がある。これは、人々が当該の政策的課題に
ついて、特に何も意見を持っていない場合に、議論
と判断のための情報提供者として、あるいは、当該
課題をめぐる諸問題を可視化してくれる存在とし
て、人々がミニ・パブリックスを利用することを
指 す。
　以上のように、熟議システム論の視座を踏まえる
と、熟議と抽選の関係は相対化される。この場合、
熟議民主主義は、抽選によるミニ・パブリックスだ
けを意味するものではなくなるからである。

4．「熟慮でよい」か？

　先に紹介した岡﨑（2019）や山口（2022）のよう
に、抽選で選ばれた人々に、熟議ではなく「熟慮」

（に基づく判断）を求める議論は存在する。最後に、
このような「熟議ではなく熟慮」論について、どの
ように考えればよいか、という問題について論じる。
　ただし、本稿では、暫定的に次の二点について述
べるにとどめる。第一に、熟議システム論の視座に
依拠すれば、とりわけ抽選制議院を熟慮のみの場
にすることはあり得るということである。第二に、
「熟慮か熟議か」の違いは、人間像の違い、ひいて
は民主主義像の違いに関わってくるということで
あ る。
　第一に、熟議システム論的に考えるならば、抽選
によるフォーラム、とりわけ何らかの形で意思決定
に関わる権限を付与された抽選制議院について、こ
れを熟議ではなく熟慮に基づく判断の場とすること
はあり得る。
　この点について、山口は、熟慮を行う抽選制議院
は、「意思決定過程全体の熟議のレベルを高めるも
のとして評価することができる」と述べている（山
口 2022：38）。山口の構想では、選挙制議院が法案
を、それへの賛否の論拠と共に提出し、抽選制議院
が（専門家や選挙院議員等から説明を受けて）法案
に対する賛否の投票を行う。法案の検討つまり熟議
は選挙制議院の議員たちが行ってくれるので、抽選
制議院の議員たちは「わざわざ自分たちで議論する
必要はない」（山口 2022：34）。ゆえに、必ずしも
国会に集まる必要もない（cf. 岡﨑 2019：94）。重
要なことは、それ自体は熟議の場ではなくても、抽
選制議院が熟慮の場であることは、選挙制議院との
連関で、全体として熟議のレベルの向上に寄与する
ということである。現行の選挙制議院の場合、与党
＝多数派にも野党＝少数派にも、熟議へのインセン
ティブはない。結局、多数決で決まってしまうから
である。しかし、最終的な決定権を持つ抽選制議院
が設置されたならば、事情は異なる。多数派の政
党・議員も少数派の政党・議員も、抽選制議院の議
員を「納得させられるような説得的な理由を提示す
る強いインセンティブを持つことになる」からであ
る。こうして、「数の力や政治力ではなく、理由の
力によって立法が行われる蓋然性が増大」し、「意
思決定過程全体の熟議」を活性化するというわけで
ある（山口 2022：38）。
　この主張には一理ある。熟議システム論では、
個々の制度や実践における熟議ではなく、「システ
ム」のレベルにおける熟議の実現が重要である。そ
うだとすれば、抽選制議院が熟議の場ではなくて
も、その存在によって、もう一方の選挙制議院との
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連関で全体としての立法過程がより熟議的になるな
らば、望ましい状況であると言うことができるだろ
う注 6）。
　そもそも熟議システム論は、ミニ・パブリックス
と意思決定との関係にのみ関心をもつのではない。
先に取り上げたクラート／ベーカーやラフォントの
議論からわかるように、それはむしろ、ミニ・パブ
リックスとその外部の社会・公共圏との関係に関心
を持つ傾向がある。この点からしても、熟議民主主
義論は、必ずしも抽選制議院における熟議にこだわ
る必要はない、と言い得る注 7）。
　第二に、ただし「熟議か、熟慮か」を考える際の
視点については、私は山口とは異なる要素に注目し
たい。山口は、この問題を熟議または熟慮の帰結に
注目して検討する傾向がある。このことは、とり
わけ彼が「熟議に関する懸念」として「集団極化」
を挙げたり、コンドルセの陪審定理によって抽選
制議院を擁護しようとするところに（山口 2022：
32–33, 35–37）、よく表れていると言える。確かに、
帰結に基づいて評価することで、熟慮と熟議を共通
の基準（例：正しい決定の創出）に基づいて比較す
ることが可能になる。その上で、熟議の帰結とされ
るものを熟慮でも実現できることが判明すれば、現
実の制度設計において熟議ではなく熟慮の場を設置
するということもあり得るだろう。
　しかし、熟議と熟慮には、その帰結以外に重要な
違いがあるように思われる。もちろん、熟議の原
語 deliberationには、熟慮と熟議の両方の要素が含
まれている（Goodin 2000）。しかし、熟慮を強調す
る場合と熟議を強調する場合とでは、民主主義にお
ける主体・アクター像に違いが出てくるだろう。す
なわち、熟慮を重視するほど、「個人」とその判断
能力がより前景化されると思われる。これに対して
熟議では、より「人々の間」、間主体性が強調され
る注 8）。
　この違いは何を意味し得るだろうか。熟議民主主
義論の立場からは、次のことを指摘できる。第一
に、熟慮に基づく民主主義は、個人の判断をそのま
ま重視する点において、選挙や多数決などの集計型
民主主義に接近する。第二に、個人の判断がより重
視されることで、熟慮に参加する人々（抽選制議院
の議員）に、より「個人的」な責任を課すことにな
り得る。「抽選制議院では場合によって遠隔で法案
の賛否だけを判断する」と言われると、議員になる
ための心理的障壁が下がるように見える。しかし、
実際には、「個人の責任」がかなり強く問われる場

として受け止められる可能性もある。そのことは、
抽選制議院導入の、ある種の「コスト」になるかも
しれない。

お わ り に

　熟議民主主義において、抽選はミニ・パブリック
スに不可欠の手続きと見なされてきた。本稿は、熟
議民主主義論の立場から熟議と抽選の関係を再検討
し、ミニ・パブリックスは抽選のみによって熟議の
場になるわけではないこと、および、近年の熟議シ
ステム論を踏まえると、特に意思決定に関わるミ
ニ・パブリックスないし抽選型議会においては、必
ずしも熟議が不可欠というわけではないことを論じ
た。ただし、「熟議抜きの熟慮」への関心は個人主
義的な民主主義に近づく可能性があり、それに伴う
問題が予想されることも指摘した。
　抽選という手続きが必然的に熟議と結びつくわけ
ではないことは、必ずしも「悲しむべきニュース」
というわけではない。熟議民主主義にとっては、抽
選によるフォーラムだけが重要というわけではない
からである。それでも、抽選が政府によって形式的
に用いられる可能性には、熟議民主主義論も注意深
くあるべきであろう。
　ただし、「抽選制のフォーラムよりも熟議システ
ム」と論じることで、本稿は、抽選が持ち得る、よ
りラディカルな可能性を過小評価することになった
かもしれない 。例えばタルピンは、熟議システム
論は、熟議民主主義論において抽選を「周辺化」し
たが、抽選が熟議民主主義の理論を「ラディカル化」
する可能性を、あらためて探究するべきだとしてい
る（Talpin 2020）。本稿が抽選を「相対化」したと
は思わない。それでも、特に意思決定に直結する抽
選制、とりわけ抽選制議会について、熟議民主主義
の立場からの積極的な擁護論を展開したとは言えな
い。この点については、今後の課題としたい。

―注―
注 1）  近年、提言や「世論調査」を超えて、より直接的

に意思決定に関わる抽選型の制度が増加している。
「市民会議（citizens’ assembly）」はその典型である。
サントメールはこれを、今日の抽選制の「第一波」
と「第二波」と表現している（Sintomer 2019）。

注 2）  第 6回日本ミニ・パブリックス研究フォーラム
（2020年 12月 5日）での岡﨑の報告「抽選制市民
院の構想」の質疑による。なお、岡﨑が熟議を軽
視しているというわけではない。岡﨑（2019）の
ほか、岡﨑（2012）も参照。

注 3）  なお、山口も、抽選制議院がそれを含む「熟議シ
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ステム」の中で役割を果たし得ることや、議院で
はなく「法案提案機関」における熟議の必要性な
どについても論じている。

注 4）  この段落の叙述は、日本ミニ・パブリックス研究
フォーラムの第 5回オンライン勉強会での議論に
示唆を得ている。参加者のみなさん、とりわけ報
告者の下山拓貢さん（東京都立大学都市政策学科
学生・当時）と長野基さん（東京都立大学）に感
謝する。

注 5）  ラフォントは、熟議システム論に批判的というわ
けではない。しかし、参加の視点を強調する立場
との関係で、自らの議論を「熟議システム論的」
と特徴付けてはいないように見える（Lafont 2020: 

138）。
注 6）  しかも山口は、選挙制議院以外に「法案提案機関」

を設けることも提案しており、この法案提案機関
は、「籤院議員の経験者からなるミニ・パブリック
スが望ましい」とも述べている（山口 2022：38）。
このことからも、彼の構想が単に「熟議よりも熟
慮」というものではないことがわかる。

注 7）  この場合に、熟慮を積極的に推奨するのか、次善
の方策として位置づけるのかは、意見が分かれる
だろう。グッディン（Goodin 2000）の場合は、大
規模な社会における熟議の実現困難性ゆえの熟慮
というニュアンスである。

注 8）  グッディン（Goodin 2000）は熟慮と熟議の区別につ
いて、「内的－思慮的」と「外的－集合的」という
用語を用いている。この区別は、本稿の言いたい
ことと完全に重なるわけではないが、参考になる。
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